
 

 

Ⅺ 自転車通学等について    
  
１ 自転車通学許可規定 

 ① 許可範囲（豊郷南小学校学区の一部）に居住する生徒（次ページ参照） 

 ② 身体的理由で徒歩通学が困難な生徒 

 

２ 自転車通学を許可された生徒の遵守事項 

 ① 交通規則の遵守と正しい自転車の乗り方を実行する 

 ② 自転車保険に加入する 

  ③ 車籍登録を済ませ、かつ安全・完全に整備された自転車を使用する 

  ④ 自転車通学許可願を提出・許可を受けた後、誓約書を提出する 

  ⑤ ヘルメットを必ず着用する 

  ⑥ 自転車の後輪カバーに、本校発行の自転車許可証（ステッカー）を貼る 

  ・ 代金（参考：令和７年度２５０円）は後日集金 

  ⑦ 自転車は駐輪場内の定められた場所に置き、施錠する 

  ⑧ 雨天時は雨具を着用する（傘さし運転は禁止） 

  ⑨ その他、学校が必要と認めた指示に従う 

 

３ 通学用自転車について 

 ① 自転車用ヘルメットを用意する。 

  ・ 安全基準適合表示（ＳＧマーク、ＣＥマーク等）のある認証期間内のもの 

  ・ 形状、色は自由 

 ② 形状を変形させたり、ハンドルを折り曲げたりするなどの改造をしていない 

  ものとする 

  ③ 荷台またはかごをつける 

  ④ 前照灯をつける 

  ⑤ 警音器(ベル)をつける 

  ⑥ 両脚スタンドをつける 

  ⑦ 後部反射鏡または反射テープをつける 

  ⑧ 施錠できる鍵をつける 

  ⑨ 自転車の色やデザインは、通学用として一般的に販売されているものとし、 

  購入時の状態から外観に手を加えていないものとする。 

  ⑩ 身体にあった自転車を使用する 

  ⑪ マウンテンバイク・ロードバイク・ピストバイク等は禁止とする 

 ⑫ 雨具を備えつける 

 

４ 保険について 

  栃木県では令和７年１月より、自転車保険加入が義務化されました。加害者と 

 なった場合、非常に高額な損害賠償責任を負う可能性があるため、任意保険に必 

 ずご加入ください。 

  

５ その他 

 ・ 中学校において自転車点検を年１回実施（新入生は入学式の翌日）。 

  

※ 住居が学区外のため公共機関を利用する時は、利用届を提出する。 

 



 

 

宇都宮市立陽北中学校 自転車通学許可範囲地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  黒太線（     ）より外側が自転車通学許可範囲 

 

  破線（     ）は本校学区の境界 

 

自転車通学許可までの手順 

① 上記許可範囲（豊郷南小学校学区の一部）に居住し、自転車通学を希望する場 

 合は、小学校の学級担任に申し出て「自転車通学許可願」の用紙を受け取る。 

② 中学校の入学式当日に、中学校の学級担任へ「自転車通学許可願」を提出する。 

③ 入学式翌日、自転車を押し歩いて登校し、自転車点検を受ける。 

 ・ 点検で問題がなければ、帰宅時には自転車に乗って下校。 
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自転車通学許可願 

  

宇都宮市立陽北中学校長 行 

                                           第  学年  組  番 

                                           生徒氏名                         

  上記の者、遠距離のため令和８年４月１０日から令和９年４月３０日までの間、自転車

で通学することの許可をお願いします。 

          令和  年  月  日 

           住所 宇都宮市                        

           保護者氏名                                    印 

［通学に使用する自転車］ 

       車籍登録番号 ［            ］ 

       学校許可証番号（ステッカーの番号）［           ］ ※点検後記入   

自宅から学校までの通学略図（通学路を朱書きで記入） 家から学校までの距離   ㎞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

通学時における公共交通機関利用届 

宇都宮市立陽北中学校長 行 

                       第  学年  組  番 

         生徒氏名                    

 上記の者、住居が通学学区外のため令和８年４月１４日から令和９年４月３０日までの

間、下記の公共交通機関を利用し、通学することの許可をお願いします。 

 

           令和  年  月  日 

           住所 宇都宮市                       

              保護者氏名                                 印 
        

［通学に使用する公共交通機関名］                                                 

［利用箇所・区間］＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿から ＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿ 
       

自宅から学校までの通学略図 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和８年度 陽北中学校 自転車点検報告書   
発行者 陽北中学校 交通安全係        

  年  組 生徒氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿             

          



 

 

 
令和８年 月  日（ ）に行われた自転車点検の結果は次のとおりでした。     

１ 整備されており、不良箇所はありません。自転車整備証の提出は不要です。    
２ 以下の箇所が不良です。至急修理の後、自転車整備証を提出してください。     

整備不良箇所 整備不良内容（点検項目・基準） 

ヘルメット 
安全基準適合表示があり、且つ認証期間内であるか 
破損がないか 

色・デザイン 

自転車の色やデザインは、通学用として一般的に販売さ
れているものとし、購入時の状態から外観に手を加えて
いないものとする。 

ハンドル・ブレーキ 

ハンドルの取付角度の異常・前後ブレーキの効き具合 
ハンドルの形状を変形させたり、折り曲げたりするなど
の改造をしていないものとする 

タイヤ 空気圧の異常・車輪側面のひび割れや傷がないか 

前照灯 
自動点灯車両の場合は、使用者に点灯するか口頭で確認 
手動（ダイナモ式）の場合は車輪をまわして点灯確認 

後部反射鏡 装着されているか・反射鏡の破損がないか 
ベル 装着されているか・鳴らせる状態にあるか 
鍵 装着されているか・施錠ができるか 

スタンド 両脚スタンドをつける 
かご・荷台 装着されているか・破損や異常な変形がないか 

荷台用ゴム 
※任意で購入・利用するものなので、なくても整備不良としない 
利用している場合は、ゴムや金具の破損・変形がないか    

※整備不良車両は整備したのち、下記自転車整備証を交通安全係まで提出してください。 

 

キ リ ト リ              
自 転 車 整 備 証 

  
不良箇所を整備しましたので、報告します     令和８年  月  日       

  年  組   番 生徒氏名                  
保護者氏名           印 

 


